
家畜保健衛生所たより 令和２年度 第７号 令和２年７月１日

山梨県東部家畜保健衛生所

～新型コロナウイルスにより、影響を受けられた畜
産農家の皆様へ（お知らせ）～

◇新型コロナウイルス感染症対策のための経営継続に向け
た新たな補助金

◇金融支援策

経営継続補助金（資料１参照）

新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大
防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生産方法の確立・
転換などの経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援しま
す。

既に新型コロナウイルスの影響を受けている、又は今後影響
が見込まれる農林漁業者が影響を乗り越えるための様々な取
組が支援対象です。

農林漁業セーフティネット資金（資料２参照）

自然災害や、社会的・経済的環境変化等の一時的な影響に
対し、緊急的に対応するために必要な長期資金を日本政策金
融公庫等が融資します。

畜産特別資金（資料３参照）

負債の償還が困難な大家畜及び養豚経営に対し、長期・低利
の貸換資金の融通を行うことにより、経営の安定及び後継者
への経営継承の円滑化を図ります。

※各事業の詳細、問い合わせ先は別添資料を参照ください。



○目的
新型コロナウイルス感染症の影響を克服するため、感染拡大防止
対策を行いつつ、販路の回復・開拓、生産・販売方法の確立・転換
などの経営継続に向けた農林漁業者の取組を支援します。

○補助上限額

○対 象 者 農林漁業者（個人・法人）
※常時従業員が20人以下
※支援機関（裏面）の支援を受けることが必要です。

・単独申請 150万円

・グループ（共同）申請 1,500万円

農林漁業者のみなさまへ

経営継続補助金

①機械装置等費
②広報費・展示会等出展費
③旅費
④開発・取得費
⑤雑役務費
⑥借料
⑦専門家謝金・専門家旅費
⑧設備処分費
⑨委託費・外注費

・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・令和2年5月14日以降に発生し、事業期間中（原則、令和2年12月末まで）に
支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

①消毒費用

②マスク費用

③清掃費用

④飛沫対策費用

⑤換気費用

⑥その他の衛生管理費用

⑦ＰＲ費用

①経営継続に関する

取組に要する経費

②感染拡大防止
の取組に要する経費

補助率 3/4
補助上限額 100万円

補助率 定額
補助上限額 50万円

（単独申請の例）＜補助の対象となる経費＞

要件等は裏面へ

資料１－１



補助要件

＜問い合わせ先＞

「支援機関」が農林漁業者の申請や事業の実施をサポートします。

「支援機関」に指定される予定の機関
●農協・農業協同組合連合会
●森林組合・森林組合連合会
●漁協・漁業協同組合連合会
●農業経営相談所
●６次産業化サポートセンター

「①経営の継続に関する取組」の補助対象経費の1/6以上を
次のいずれかに充てる必要があります。

Ａ 接触機会を減らす生産・販売への転換に要する経費

（例１）作業員間の接触を減らすための省力化機械等の導入（※）

（例２）作業員間の距離を広げるための作業場や倉庫等におけるスペース

統合やレイアウト変更

（例３）人と人との接触機会を減らす販売方法（ネット販売、無人販売な

ど）の開始

Ｂ 感染時の業務継続体制の構築に要する経費

（例１）人員削減等に備えた 「事業継続計画」の策定

（例２）Web会議システムの導入

果実等自動選別機

野菜苗移植機

農薬散布用ドローン

漁船用高機能無線機発情発見装置

＜スケジュール＞
★申請開始 6月29日
★一次受付締切 7月29日
★採択通知 8～9月頃（予定）
★実績報告期限 R3年1月末

※ 接触機会を減らす省力化機械等の例
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・最寄りの農協、各市町村、農務事務所、家畜保健衛生所など
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